
令和８年１月２１日作成

令和８年４月１日施行

工事完成図書の電子納品の試行に係る運用基準

本市における「電子納品」については試行であるため、提出物、構成等については、受発注者の協議に

より決定することとします。

また、本試行要領は、宮崎県県土整備部の同要領を準用しておりますので、詳細な箇所につきましては、

そちらを参考としてください。

○提出物

①電子で提出する書類

・施工状況写真、出来形管理写真、品質管理写真

②紙で提出する書類

・施工計画書、使用材料承認願、施工体制台帳

※①②は必須とし、それ以外は受発注者協議により決定しますが、基本的には紙での提出とします。

○構成

運用マニュアル ＪＰＥＧ形式 提出書類フォルダの構成は、以下を参考とします。

○その他

本市は、働き方改革の観点から施工管理システム等の導入、活用を推奨しています。

資材業者、土質調査業者等からの提出書類をスキャンする必要はありません。

0101 打合せ簿（指示）

06 確認・立会（確認）

▼

▼ 03 施工管理

0102 打合せ簿（協議）

0103 打合せ簿（承諾）

0104 打合せ簿（提出）

0106 打合せ簿（通知）

0107 打合せ簿（その他）

0105 打合せ簿（報告）

02 関係機関協議

04 材料確認

05 段階確認

03 近隣協議

06 確認・立会（立会）

02 施工体制

02 施工体系図

01 施工体制台帳

▼

01 施工計画

承認済み文書

▼

02 契約関係書類

03 計画書

01 設計図書

04 設計照査

04 安全管理▼

02 工事安全パトロール

01 安全管理書類

05 工程管理▼

01 履行報告

06 出来形管理▼

02 数量計算書

01 出来形管理資料

07 品質管理▼

02 品質証明資料

01 品質管理資料

08 その他▼

02 創意工夫

03 イメージアップ

01 建設リサイクル

04 その他

○○フォルダについて


